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定期・行政監査結果について（報告） 

 

 地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定に基づく定期・行政

監査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果について報

告書を提出します。 

㊢ 
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第１ 監査の種類 

  定期・行政監査 

 

第２ 監査の対象 

  教育総務部（教育総務課・教育施設課・社会教育課・スポーツ振

興課・文化財保護課・生涯学習推進センター・所沢

図書館） 

  学校教育部（学校教育課・保健給食課・教育センター) 

   

第３ 監査の範囲及び対象事項 

  平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日までの財務に関す

る事務及びその他の事務事業の執行 

 

第４ 監査の期間 

  平成３０年１０月１５日から平成３１年１月３１日まで 

  

第５ 監査の方法 

  監査の対象となった事務事業の執行が法令等に基づいて、適正か

つ効率的に行われているかを主眼とし、関係書類を調査するととも

に、平成３０年１１月２１日に関係職員から説明聴取を行った。 

  また、平成３０年１１月１４日、１６日に物品等調査及び施設調

査を行い、実査による検証確認を行った。 

  なお、施設調査を実施した施設の一覧は、別紙のとおりである。 
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第６ 監査の結果 

 １ 教育総務部 

   監査の対象となった事務事業については、適正に執行されている

ものと認められた。 

なお、今後、検討を必要とする事項として、下記のとおり要望す

る。 

 

 （１）要望事項 

    ①社会教育と生涯学習等の事業内容整理について 

     社会教育と生涯学習の分野では内容が重なる部分があり、ま

た、生涯学習推進センターと文化財保護課でも同じ内容の事業

が別々に行われている。例えば、文化財として保管されている

絵画の活用や、文化財の保全・保護事業の進捗のためには、市

民に分かりやすい体制が必要であり、組織の再編等の機会があ

るときに向けて、これらの事業内容の整理を検討されたい。 

       〔社会教育課・文化財保護課・生涯学習推進センター〕 

 

    ②狭山湖運動場について 

     狭山湖運動場は、特に稼働率が低くなっている。今後、多く

の市民に利用されるような方策を検討されたい。 

〔スポーツ振興課〕 

 

    ③図書館利用者の拡大について 

     図書館利用者が大きく減少している。現在、図書館を利用し

ていない方に利用をしてもらうことが必要であり、未利用者に

図書館の面白さをＰＲするような方策を検討されたい。 
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〔所沢図書館〕 

 

    ④図書の無断持ち出し対策について 

     図書の無断持ち出しにより、年間 1,000 冊以上が所在不明と

なっている。不明図書は市財産の損失となり、図書サービスの

低下をきたすこととなる。更なる無断持ち出し防止策に有効な

取り組みをされたい。 

〔所沢図書館〕 

 

 ２ 学校教育部 

    監査の対象となった事務事業については、適正に執行されている

ものと認められた。 

なお、今後、検討を必要とする事項として、下記のとおり要望す

る。 

 

 （１）要望事項 

    ①保健室の来室記録簿について 

     保健室の来室記録簿の様式については、各学校の特色等も生

かし、学校に任せているところであるが、学校保健に活用する

ため、統計処理等に応用できるような全校統一的な様式につい

て、今後検討されたい。                 

〔保健給食課〕 
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第７ 未措置事項等 

  前々回（平成２６年度）の定期監査結果の指摘及び注意事項にお

ける未措置及び処理結果報告が未了事項のうち、是正が進んでいな

い事項については速やかに対応されたい。 

 

１ 指摘事項 

（１）所沢市パークゴルフ場については、地方自治法第２４４条の 

  ２に基づき適正に管理されたい。 

〔教育総務部スポーツ振興課〕 

 

（２）林運動場については、借地期間が長期間にわたっており、 

事実上、公の施設でもあることから、今後の運動場の存続や管 

理方法など将来的な運営について早急に検討されたい。 

〔教育総務部スポーツ振興課〕 

 

２ 注意事項 

（１）小中学校の教員、職員等の通勤用自動車の駐車については、 

    公平性の観点から有料化を検討されたい。 

〔教育総務部教育総務課〕 

〔学校教育部学校教育課〕 

 

（２）市から学校及び教員等への委託については、業務内容を検討 

し適正に事務処理されたい。 

〔学校教育部学校教育課〕 

〔学校教育部保健給食課〕 

〔学校教育部教育センター〕  
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                              別 紙 

調 査 施 設 一 覧 

 

平成３０年１１月１４日 実施 

 教育総務部 

  市民武道館 

  中富民俗資料館 

  生涯学習推進センター 

  所沢図書館 

  所沢図書館柳瀬分館 

 学校教育部 

  第３学校給食センター 

 

平成３０年１１月１６日 実施 

 教育総務部 

  北野総合運動場 

狭山湖運動場 

  埋蔵文化財調査センター 

  山口民俗資料館 

  所沢図書館吾妻分館 

  所沢図書館新所沢分館 

 学校教育部 

  所沢第二幼稚園 

  第１学校給食センター 

  教育センター  


